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注目トピックス 
01｜スマホ撮影による領収証等の保存 
スキャナにより領収書等を読み取り、電子データとして保
存することはこれまでも認められていましたが、スマホや
デジカメで撮影した領収書等の電子保存が認められるこ
ととなりました。 
 

特集 
02｜登記申請の際の株主リスト添付義務化 
役員の変更登記の申請などの際に株主リストの添付が義
務付けられます。その背景、提出する株主リストの内容等
について解説します。 

 
03｜損益計算書の基本 
PL とも呼ばれる損益計算書について、その構成等につい
て基本的な内容を解説します。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

話題のビジネス書をナナメ読み 
04｜超・箇条書き（ダイヤモンド社） 
箇条書きと聞くと長々と文章を
記述せずに「行頭に点を置いて
いくつかの項目をひとつひとつ
分けて書き並べる」くらいに思
われている方も多いでしょう。
短く魅力的に伝え、人を動かす
「超・箇条書き」について書か
れた一冊です。 
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はじめに 
これまでも領収書等の電子保存は認められていましたが、
スマホやデジカメで撮影したデータは対象外とされてい
ました。しかし、スマホやデジカメで撮影したデータも認
められることとなりましたので、この点について解説しま
す。 
 
スマホやデジカメで読み取り可 
平成28 年度税制改正により、領収書等をスマホやデジカ
メ等の機器で撮影し、データで保存することが可能となり
ます。 
 
従業員が受領した領収書に署名した上で、スマホのカメラ
等で撮影をした後、領収書等の画像にタイムスタンプを付
与します。 
 
タイムスタンプとは、簡単に言うと「時刻証明」のことで、
その時刻以降の偽造を検出するという効力を持っていま
す。認定事業者が発行するタイムスタンプが押された画像
を保存することとなります。 
 
しかし、スマホやデジカメで撮影した書類をすぐに捨てて
よいかというとそうではありません。撮影した領収書やレ
シートをすぐに捨てたくなる気持ちはわかりますが、一定
期間の保存が必要となるため注意が必要です。 
 
具体的には、中小企業法で定める小規模事業者（製造業そ
の他は従業員20 人以下、商業・サービス業は従業員5 人
以下）の場合には、税理士による定期検査が完了するまで
は保存が必要となります。 
 
 
申請書の提出を忘れずに 
スマホやデジカメで撮影した画像の保存をする場合、事前

に「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請
書」を税務署へ提出し、税務署長の承認が必要になります。 
 
＜国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書＞ 
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/pdf/6001.pdf 

 

 
この申請書の提出をせずにスマホなどによるデータ保存
を行ったとしても一切認められません。この申請書は、利
用を開始する3 ヶ月前に提出する必要があります。 
 
スマホ撮影によるデータ保存を開始したい場合、平成 28
年10月1日以降であれば申請書を提出することができま
すので、最速で平成29 年1 月分の領収書等からスマホ撮
影によるデータ保存を行うことができるようになります。 
 

スマホ撮影による 
領収証等の保存 

領収書等を電子データとして保存することは
これまでも認められていましたが、スマホやデ
ジカメで撮影した領収書等の電子保存が認め
られることとなりました。 
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はじめに 
商業登記申請の改正により、平成 28 年 10 月 1 日以降、
役員の変更登記の申請などの際に株主リストの添付が義
務付けられます。 
 
なぜ株主リストの添付が必要？ 
なぜ登記手続きに株主リストの添付が必要となるのでし
ょうか。株主リストの添付が義務付けられた背景には、株
主総会議事録等を偽装して役員になりすまして役員の変
更登記を行うなどの、商業・法人登記を悪用した犯罪や違
法行為が後を絶たないことがあるのです。 
 
このため、事実とは異なる株主総会議事録が作成され、真
実ではない登記がされるのを防止すること等を目的とし
て、主要株主のリストの提出が求められることとなりまし
た。 
 
例えば、役員の変更登記など、登記すべき事項につき株主
総会の決議を要する場合には、登記申請の際、（1）議決権
数の上位 10 名の株主、（2）議決権割合が 3 分の 2 に達
するまでの株主、のいずれか少ない方の株主について、以
下の事項を記載したリストを添付することが必要となり
ます。 
 
 

1. 株主の氏名又は名称 
2. 住所 
3. 株式数 
4. 議決権数 
5. 議決権割合 

 
 
法人税申告書別表2 を利用できる場合も 
法務省では、株主リストが登記の添付書面になることを踏
まえ、7 月21 日に周知文（株主リストが登記の添付書面

となる旨）をウェブサイトで公表しています。 
 
ここでは、株主リストの書式例・記載例や、株主リストの
要否・内容についての判定を行うためのフローチャートの
他、「他の書面を利用した株主リスト」も示されています。 
 
「他の書面を利用した株主リスト」は、企業側の事務負担
を考慮し、既存の書類を利用できるようにしたものです。
具体的には、A.同族会社等判定明細書（法人税確定申告書
別表2）を利用する場合、B.有価証券報告書を利用する場
合の2 パターンです。いずれも一定の要件を満たした場合
のみ利用することができます。A.については、法人税申告
書別表 2 が利用可能かどうかを判定するためのフローチ
ャートが示されているので登記申請の際にご活用くださ
い。 
 

＜「株主リスト」が登記の添付書面となります＞ 
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html 

 
 
平成28 年10 月1 日以後の登記手続きについてのご質問
は、当事務所までお問い合わせください。 

登記申請の際の株主
リスト添付義務化 

役員の変更登記の申請などの際に株主リスト
の添付が義務付けられます。その背景、提出す
る株主リストの内容等について解説します。 
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はじめに 
損益計算書は、貸借対照表よりも構成は単純ですが、ちょ
っとしたポイントや落とし穴があります。ここでは損益計
算書について解説します。 
 
損益計算書のつくり 
損益計算書は、売上高から順に各種の費用を引いていくと
いう作り方になっています。まず、売上高ですが、売上高
は通常、商品やサービスが提供された時点で計上されます。 
 
現金の授受とは関係ありません（利益とキャッシュフロー
が違ってくる大きな要因の一つです）。 
 
売上高からまず引かれるのは売上原価です。売り上げた商
品やサービスに直接関わる費用です。卸売業や小売業では
「利は元にあり」とよく言われますが、この売上原価のコ
ントロールが利益を生み出す第一歩です。 
 
売上高から売上原価を引いたものが売上総利益です。卸売
業や小売業では「粗利益」あるいは「粗利」と一般的に呼
ばれるものです。 
 
売上総利益率の推移のチェックが重要です。その売上総利
益から「販売費及び一般管理費（販管費）」を差し引いた
ものが「営業利益」です。 
 
企業の通常の業務段階での利益を示します。この営業利益
がマイナスなら、企業活動に大きな問題が生じていると言
ってよいでしょう。 
 
「けいつね」とも呼ばれる経常利益 
営業利益からさらに営業外収益を足し、営業外費用を引い
たものが「経常利益」です。「けいつね」と呼ぶ人もいま
す。 
 

営業外収益、営業外費用の主なものは金利です。現在は低
金利のため、あまり気にしていない人が多いかもしれませ
んが、金利が上昇すれば、借入金が多い企業の場合には、
金利負担が増え、営業利益がプラスでも経常利益がマイナ
スということになりかねません。 
 
さらに、経常利益から、一過性の利益や損失である特別利
益、特別損失を調整して、「税引前当期純利益」を計算し
ます。 
 
特別利益、特別損失は、過去に買った土地が高く売れた、
工場が台風で損壊したなど、普段は起こらないようなこと
が発生した場合に計上します。そこから税金等を調整して
「当期純利益」が計算されます。 
 
経営者の中には、特別損失は、災害による損失や過去の投
資の失敗などで、自分の経営責任とは関係ないと考える人
もいるようですが、やはり経営上は、当期純利益をプラス
にしていくことが重要です。 
 
なぜなら、当期純利益のマイナスが続く、あるいは多額の
マイナスとなると会社は倒産してしまうかもしれないか
らです。 
 
次回以降、損益計算書の見方を順に解説していきます。損
益計算書の見方については、当事務所までお気軽にお問い
合わせください。 

損益計算書の基本 
PL とも呼ばれる損益計算書について、その構
成等について基本的な内容を解説します。 
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はじめに 
箇条書きと聞くと長々と文章を記述
せずに「行頭に点を置いていくつか
の項目をひとつひとつ分けて書き並
べる」くらいに思われている方も多
いでしょう。しかし、箇条書きはあ
らゆるビジネスシーンで活用されており、わずか数行であ
っても、繊細で精巧な工夫が必要だと筆者は説明していま
す。 
 
超・箇条書きの技術 
短く、魅力的に伝える箇条書き。そして人を動かす箇条書
きを筆者は「超・箇条書き」と名付けています。 
 
この「超・箇条書き」の技術は以下の図でまとめることが
できます。 

 
大きく分けて 3 つの技術を習得することで、今まで表現し
ていた箇条書きに誤りがあると感じるビジネスパーソンは
多いと思われます。具体的によくしてしまう伝わらない箇
条書きの例を紹介してみましょう。 
 
体言止めは思考停止につながる 
「コストの低下」や「売上の倍増」という語句は、日常的
に資料作成や客先の営業で使用されます。しかし、超・箇
条書きでは曖昧になるという理由で使いません。曖昧さに
よって一瞬で理解できなくなることで、読み手が読んでく

れなくなる恐れがあるからです。たとえば「コストの低下」
で考えてみると、これが「状態・現象」のことか「行為」
のことかを一瞬で理解させなければ箇条書きで書く意味が
薄いとも言えるでしょう。 
 

コスト低下の意味 
・コストが下がった ・コストを下げた 
・コストが下がっている ・コストを下げている 
・コストが下がる ・コストを下げる 

 
併せていうと行為を表す場合であれば、主語が抜けたこと
で因果関係が分かりづらくなってしまいます。キャッチコ
ピーならば体言止めは語呂がよく印象に残るかもしれませ
んが、箇条書きでは読み手が周りの文脈から情報を補う必
要が出てしまいます。 
 
「固有名詞」で生々しくする 
ぼんやりとした文章ではなく、相手に伝わりやすい表現が
できるようになったら次のステップとして固有名詞を使
って箇条書きを書いてみましょう。 
 
・私は海外在住の経験があります 
・私はシンガポール在住の経験があります 
 
・会社案内に出ていた社員の方の考え方に共感し、応募しました 
・会社案内に出ていた情報システム部の山本さんの考え方に共感
し、応募しました 

 
一般名詞は抽象度が高いので、相手がよく知っている固有
名詞を使うことでわずか数文字の言葉なのにこれまでの
経験や頭の中の情報が理解を助けてくれると筆者は解説
しています。 
 
普段何気なく使っている箇条書きを人に伝えるツールに
するため、働く全ての人にオススメの一冊です。

超・箇条書き 
「10 倍速く、魅力的に」伝える技術 

杉野 幹人  著 

単行本：200 ページ 
出 版：ダイヤモンド社 
価 格：1,400 円（税抜） 

超・箇条書き 
「10 倍速く、魅力的に」伝える技術 

杉野 幹人  著 

単行本：200 ページ 
出 版：ダイヤモンド社 
価 格：1,400 円（税抜） 

構造化 物語化 メッセージ化 

レベル感を整える フックをつくる スタンスをとる 

・自動詞と他動詞 
・直列と並列 
・ガバニング 

・イントロ 
・MECE崩し 
・固有名詞 

・隠れ重言排除 
・否定 
・数字 


